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生涯学習スポーツ振興課 

 

 

港区社会教育指導員設置等に関する規則を廃止する規則について 

 

審議内容 

  港区社会教育指導員設置等に関する規則（昭和４０年港区教育委員会規則第

２号）を廃止します。 

 

１ 背景・経緯 

  令和２年４月１日、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成

２９年法律第２９号）が施行され、特別職及び臨時的任用の任用要件が適正化さ

れるとともに、一般職の非常勤職員である会計年度任用職員制度が開始されまし

た。 

  これまで、特別非常勤職員として任用していた港区社会教育指導員は、令和２

年４月１日から、港区会計年度任用職員設置要綱に基づき会計年度任用職員とし

て任用することとなったため、港区社会教育指導員設置等に関する規則（昭和４

０年港区教育委員会規則第２号）を廃止することといたします。 

 

２ 施行日 

  令和６年８月１日 
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